
宮崎市長 殿

【保護者記入欄】

年 月 日

保護者住所

保護者氏名

連絡先

─ ─

1 退所する施設

2 退所する児童( ２人以上の場合は、下のお子さんから順に記入してください。）

3 退所理由

【施設記入欄】

施設名 施設長(自署または記名押印) 

【宮崎市記入欄】

（         ）

（         ）

（         ）

入力          ／

※この「退所届」は、退所する月の15日までに利用してる保育施設に提出してください。

記

ふりがな ふりがな ふりがな

生年月日 年   月   日 生年月日 年   月   日 生年月日 年   月   日

　　年　　　月末日 　　年　　　月末日 　　年　　　月末日

　　年　　　月15日 　　年　　　月15日 　　年　　　月15日

※裏面の該当の理由にチェックをお願いします。

※退所後の状況によっては別途お手続きが必要な場合がありますので、併せてご確認ください。

上記のとおり報告します。

　　　　　年　　　　月　　　日

退所 月末 認定終了（理由） □2号  □3号  申請 □なし  □取下げ

転園等 きょうだい □なし □同時退所 □その他 利用者負担額 階層 市基準額

退所 月末 認定終了（理由） □2号  □3号    申請 □なし  □取下げ

転園等 きょうだい □なし □同時退所 □その他 利用者負担額 階層 市基準額

退所 月末 認定終了（理由） □2号  □3号    申請 □なし  □取下げ

転園等 きょうだい □なし □同時退所 □その他 利用者負担額 階層 市基準額

※きょうだいは、申請状況(指数)・入所状況(全半区分)要確認。

退        所        届

 下記のとおり、退所します。
 なお、この退所の届け出は、保護者全員の意思であることを誓約します。

① ② ③児童名 児童名 児童名

退所年月日 退所年月日 退所年月日

※15日付けの退所ができるのは、利用児童が疾病もしくは負傷、又は身体や精神に障害が発生し、入院等を余儀なくさ
れ、当分の間、当該保育施設での保育利用を必要としない場合に限ります。

理由

①

②

③



３．退所理由                       ※該当の理由にチェックをお願いします。

チ
ェ
ッ
ク
欄

退所後の状況 必要なお手続き

□宮崎市外へ転出する。 特にお手続きは必要ありません。

□
別の認可保育施設に転園が決定している。

→転園先（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※差し支えなければ転園先をご記入ください。

特にお手続きは必要ありません。

□退職・育児休業等により家庭内保育が可能になる。
特にお手続きは必要ありません。
※今後、再び保育が必要になった際には改
めて所定のお手続きをお願いします。

□
里帰り出産・児童の入院

（再入所の予定　チェック→　□有（　　　月）・　□無　）
※再入所のご予定について、わかる範囲でご記入ください。

特にお手続きは必要ありません。
※再入所をご予定の場合は、入所月の前の月の10
日（閉庁日の場合はその前の開庁日）までに入所
手続きが必要です。

□
別の認可保育施設に転園を希望しているが、決定していない。転園希望先への入
所は、引き続き希望したい。

新規入所手続き（２号・３号認定）

□
別の認可保育施設に転園を希望しているが、決定していない。転園希望先への入
所は、もう希望しない。

転園申請の取下げ手続き

□
企業主導型保育施設を利用する

→ご利用予定施設（　　　　　　　　　　　　　　　）
※差し支えなければご利用予定施設をご記入ください。

２号（３号）認定の認定申請
※ご利用の企業主導型保育施設から必要
とされた場合のみ

□認可外保育施設など無償化対象施設・事業を無償化の対象として利用する。 新２号（新３号）認定の認定申請

□1号認定を受けて、幼稚園・認定こども園を利用する １号認定の認定申請

□
1号認定を受けて、幼稚園・認定こども園を利用し、延長保育を無償化の対象と
して利用する。

①１号認定の認定申請
②新２号（新３号）認定の認定申請

□
1号認定（１号認定＋新２号認定）を受けて、幼稚園・認定こども園を利用しな
がら、２号（３号）認定を受けて保育所・認定こども園等の利用希望（空き待
ち）をする。

①1号認定の認定申請
②新２号（新３号）認定の認定申請
③新規入所手続き（２号・３号認定）
※②については、必要な場合のみ

□国立大学附属幼稚園を利用する 新１号認定の認定申請

□
国立大学附属幼稚園を利用しながら、無償化の対象として認可外保育施設などの
無償化対象施設・事業を利用する。

新２号（新３号）認定の認定申請
※新１号認定の申請は不要です。

□
その他

※差し支えない範囲で理由をご記入ください。

必要なお手続きがお済みでない場合は、至急、ご対応ください。

詳細について、ご不明な点は、宮崎市保育幼稚園課（0985－21－1774）へお問い合わせください。

                 ※退所後の状況によっては別途お手続きが必要な場合がありますので、併せてご確認ください。          


